
                       
 

平 成 ２ ３ 年  ９ 月 ２ ８ 日 
国土交通省中部地方整備局 

 

国道２１号御嵩町次月（みたけちょうしづき）地区 

通行止めの解除見込みについて 
 
 台風１５号の大雨により発生した災害のため通行止めを実施している国道２１号 

岐阜県可児郡御嵩町次月地区について、「国道２１号御嵩町次月地区災害調査検討委員

会」（委員長：八嶋厚岐阜大学副学長）において応急復旧工法の確認が行われ、鋭意施

工中です。 

今後の通行止め解除見込みについて、下記のとおりお知らせします。 

 

１．通行止め区間 

   国道２１号 岐阜県可児郡御嵩町次月～次月峠（Ｌ＝２．０km） 

 

２．応急復旧工時状況 

   現在、応急復旧工事を実施しています。 

仮橋架設工事が概ね完了し、現在、委員会での助言による対応工事を実施中です。 

 

３．通行止め解除見込 

  時期：平成２３年９月３０日中を目途 

     なお、解除時期は現場状況によって変更することがあります。 

  規制方法：通行止めから片側交互通行 

 

４．資 料 ：別添のとおり 

 

５．解 禁 ： 指定なし 

 

６．配布先：中部地方整備局記者クラブ、多治見市政記者クラブ、可児記者クラブ 

  

お問い合わせ先 

 国土交通省 中部地方整備局               

道路部 道路管理課長        松田 正尚       ＴＥＬ：（０５２）９５３－８１７６ 
多治見砂防国道事務所 副所長  服部 利周       ＴＥＬ：（０５７２）２５－８０２０ 

 



国道２１号可児郡御嵩町次月地区の通行規制について
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